
◆学校運営協議会の構成員◆

◆どんな活動をするの？◆

◆コミュニティ・スクールについて◆

　一宮市では、中学校連区を基本にコミュニティ・スクール（学校運営協議会）を
設置しています。

　これまでの学校運営の改善の取り組みをさらに一歩進めるものとして、平成16
年６月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により導入されたも
のです。

　保護者や地域のみなさんが一定の権限と責任を持って学校運営に参画することに
より、そのニーズを迅速かつ的確に学校運営に反映させるとともに、学校・家庭・
地域社会が一体となってより良い教育の実現に取り組むことがこの制度のねらいで
す。また、地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりが進むことで、地域全体
の活性化も期待されます。

　学校運営協議会とは、開かれた学校づくりの一環として校長の求めに応じて、教育目標や
計画、教育活動の実施、学校と地域社会の連携の進め方など校長の行う学校運営に関して意
見を述べ助言を行うものです。

　学識経験者や保護者、地域の方々などを学校評議員として委嘱しています。

　本校では、委員長１名、地域代表４名、PTA代表４名、学校代表４名の１３名で構成し
ています。

　コミュニティ・スクールは学校運営等について関与する一定の権限が付与されて
おり、校長はこの会が承認する基本的な方針に従って学校運営を実施することにな
ります。

　本校では、毎年５月と７月と１２月と３月
に、学校運営協議会を開催します。

　児童生徒の安全、生活指導、学校評価、地域
間連携などについて協議します。

　この会では、学校運営協議会の方々の多方面
からの視点でご意見をいただき、今後の教育活
動に役立てていきます。そして、学校・保護
者・地域が連携して児童生徒の成長をサポート
していきます。
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